
議案第６４号  

 

市川市立大洲小学校（仮称）教室棟増築工事請負変更契約について   

 

 市川市立大洲小学校（仮称）教室棟増築工事請負変更契約について、次のと

おり仮契約を締結したので、市議会の議決を求める。  

  令和８年２月１２日提出  

市川市長  田 中   甲  

 

 

記 

 

１ 工 事 名  市川市立大洲小学校（仮称）教室棟増築工事  

２ 工 事 場 所  市川市大洲４丁目１８番１号  

（地名地番;市川市大洲４丁目９番１の一部外）  

３ 請負代金額  ４７４,２１０,０００円  

４ 契約相手方  市川市高谷１丁目７番１７号  

         岩堀建設株式会社  

         代表取締役  岩堀  一巨  

５ 工 事 概 要   市川市立大洲小学校（仮称）教室棟増築工事  

鉄骨造 地上２階建  

建築工事 一式  



理  由   

 

既定予算に基づく市川市立大洲小学校（仮称）教室棟増築工事について、

受注者との間に工事請負変更仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）

第２条の規定により提案するものである。  

 

 



議案第６４号の参考  

工事請負変更仮契約書 

 

発注者と受注者とは、令和７年６月１９日付で締結した市川市立大洲小学校

（仮称）教室棟増築工事請負契約（以下「原契約」という。）並びに令和７年 

１０月１０日付及び令和７年１２月８日付で締結した市川市立大洲小学校（仮

称）教室棟増築工事請負変更契約（以下「変更契約」という。）について、次の

とおり変更する。  

なお、この工事請負変更仮契約書に定めなき事項は、原契約及び変更契約に

よるものとする。  

この契約は、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。た

だし、議会の可決が得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害

賠償の責を負わない。  

  

（請負代金の増額）  

第１条 原契約及び変更契約で定める請負代金額から金９,７０５,４８９円を、

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額から８８２ ,３１８円をそれぞれ

増額する。  

 

（継続費に係る契約の特則の変更）  

第２条 前条に定める請負代金の増額に伴い、原契約及び変更契約に定める請

負代金の支払いに係る予算年割額  

「令和７年度 ２７８,７０２,７０７円」を ５,８２３,２９３円増額し、  

「令和７年度 ２８４,５２６,０００円」に、  

「令和８年度 １８５,８０１,８０４円」を ３,８８２,１９６円増額し、  

「令和８年度 １８９,６８４,０００円」に、  

原契約及び変更契約に定める予算年割額に対応する各会計年度の出来高予

定額  

「令和７年度 ２７８,７０２,７０７円」を ５,８２３,２９３円増額し、  

「令和７年度 ２８４,５２６,０００円」に、  

「令和８年度 １８５,８０１,８０４円」を ３,８８２,１９６円増額し、  

「令和８年度 １８９,６８４,０００円」に変更する。  

 

この工事請負変更契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が



記名押印のうえ、各自１通を保有する。  

 

令和８年１月３０日  

 

 

             住所 市川市八幡１丁目１番１号  

発 注 者      市川市  

             氏名 代表者 市長 田 中   甲   印  

 

 

住所 市川市高谷１丁目７番１７号  

 受 注 者     岩堀建設株式会社     

             氏名 代表取締役  岩 堀   一 巨 印  



 

 

議案第６４号の参考図１  

工事場所  

(市川市立大洲小学校 ) 



 

 

議案第６４号の参考図２  



 

 

議案第６４号の参考図３  
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